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　満65歳以上の方に「介護保険料額決定通知書兼介護保険料納入
通知書」等を７月中旬に発送します。
　保険料額は、平成30年４月１日時点の世帯状況等をもとに算定
したものです。

介護保険料の納め方（特別徴収・普通徴収）と納付時期介護保険料の納め方（特別徴収・普通徴収）と納付時期

①特別徴収（年金からの天引き）

　老齢基礎年金などの公的年金を年額18万円以上受給している方は、介護保険料が年金から天引きになります。
　ただし、本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。

〇保険料が増額になった

〇年度途中で65歳になった
〇年度途中で老齢年金等の受給が始まった
〇年度途中で他の市町村から転入した
〇保険料が減額になった
〇年金が一時差し止めになった　など

増額分を納付書で納めます

年金支払者から、特別徴収の対象者として把握
される月のおおむね６か月後から天引きになり
ます。それまでは、納付書で納めます

②普通徴収（納付書又は口座振替で納付）

特別徴収の条件に該当しない方は、普通徴収となり「納付書」又は「口座振替」により納めていただきます。

○普通徴収の納付時期

　普通徴収の納期は、７月から翌年２月までの年８回で、当該月の月末が納付期限になっています。

月

納期 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

前年の課税年金収入額＋合計
所得金額が80万円以下

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階

　生活保護を受給している

市民税を納めている

前年の合計所得金額が

同じ世帯に市民税を納めている人がいる

介護保険料の段階の決まり方介護保険料の段階の決まり方

はい いいえ

いいえ

いいえ

いいえはい

はい

はい

　当市の介護保険料は９段階に区分されており、本人の所得や世帯の市民税の課税状況により段階が決定します。

○納期限までに納付しましょう　
　納期限ごとに当該月の月末が納期限となっていますので、遅れずに納付しましょう。期限内の納付が困難
な方は、高齢福祉課にご相談ください。納付場所は納付書裏面をご確認ください。

　次の事由が生じた場合、年度の途中で保険料の額が変更になることがあります。
▽北秋田市外への転出や死亡など、北秋田市の被保険者資格を喪失した場合
　被保険者であった期間（月単位）に応じて保険料を精算し、改めて変更後の保険料額をお知らせします。
▽保険料算定の基礎（根拠）となる市民税が所得更正等により変更されたり、生活保護を受給するなどした場合
　新たな保険料段階区分（第１段階～第９段階）で保険料を再計算し、改めて変更後の通知書をお送りします。

介護保険料の変更介護保険料の変更

◎お問い合わせ　高齢福祉課介護保険係　☎62‐1112

第７段階 第８段階 第９段階

前年の課税年金収入額＋合計
所得金額が120万円以下
はい いいえ

前年の課税年金収入額＋合計
所得金額が80万円以下
はい いいえ
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認知症グループホーム家賃等助成認知症グループホーム家賃等助成
　市では、認知症グループホームへ入居
している方に家賃等を助成し、経済的負
担の軽減を図っています。

　市では、認知症グループホームへ入居
している方に家賃等を助成し、経済的負
担の軽減を図っています。

【対象者】　▽事業の承認を受けた認知症グルー
　　　　　　プホームに入居している方
　　　　　▽前年の収入等が150万円未満の方
【助成額】　月額　5,000円～25,000円
　　　　　（収入等の金額により額が変ります）

※北秋田市内の認知症グループホームは、すべ
　て事業承認を受けています。
※収入等には、非課税年金が含まれます。
※配偶者がいる場合は、両者の収入が250万円
　を超えると該当しません。
※今年度分（８月分～）は、８月１日から受け
付けを開始します。

　詳しくは、市のホームページをご覧になるか、
下記までお問い合わせください。

【対象者】　▽事業の承認を受けた認知症グルー
　　　　　　プホームに入居している方
　　　　　▽前年の収入等が150万円未満の方
【助成額】　月額　5,000円～25,000円
　　　　　（収入等の金額により額が変ります）

※北秋田市内の認知症グループホームは、すべ
　て事業承認を受けています。
※収入等には、非課税年金が含まれます。
※配偶者がいる場合は、両者の収入が250万円
　を超えると該当しません。
※今年度分（８月分～）は、８月１日から受け
付けを開始します。

　詳しくは、市のホームページをご覧になるか、
下記までお問い合わせください。

「介護保険料額決定通知書兼介護保険料納入通知書」

　　　　　　　　　　　　　　　　 を発送します

「介護保険料額決定通知書兼介護保険料納入通知書」

　　　　　　　　　　　　　　　　 を発送します

平成30年度　介護保険料額のお知らせ平成30年度　介護保険料額のお知らせ

「納付書」… 納入通知書と一緒に送付される介護保険料納付書により、市内の金融機関
や全国のコンビニエンスストアで納めていただきます。
「口座振替」… 納期の月末に指定された口座から引き落としされます。お支払いに出か
ける手間も省けて、とても便利です。 ※口座振替は各金融機関での申し込みが必要です。

算定式

基準額

段階

第１段階

保険料率

34,884円

保険料（年額）

基準額×0.45（月額 2,907円）

基準額×保険料率基準額×保険料率

6,460円（平成30～32年度）6,460円（平成30～32年度）

段階別保険料額段階別保険料額

第２段階 基準額×0.70（月額 4,522円） 54,264円

第３段階 基準額×0.72（月額 4,651円） 55,812円

第４段階 基準額×0.90（月額 5,814円） 69,768円

第５段階 基準額×1.00（月額 6,460円） 77,520円

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

基準額×1.20（月額 7,752円） 93,024円

基準額×1.30（月額 8,398円）

基準額×1.50（月額 9,690円） 116,280円

基準額×1.70（月額 10,982円）131,784円

100,776円


